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運　　　転　　　者

障がい者
本　　人 障がい者と同居の生計同一者

※単身または障がい者だけで暮らしている障がい者を介護している者に加
え、未成年者または 70 歳以上の者と暮らしている障がい者を介護して
いる者（障がい者と別居している者等）

所
有
者

障がい者本人 減免あり 減免あり 減免あり
障がい者と 

同居の 
生計同一者

減免なし
身体障害者
精神障害者 
知的障害者

減免あり 減免あり
（未成年者 または 70 歳以上の者）

障がい者を介護 
している者 － － 減免なし

　
５
月
24
日
（
木
）
が
申
請
期
限
で
す
！

　
身
体
等
に
障
が
い
が
あ
り
、
下

表
に
該
当
す
る
方
は
軽
自
動
車
税

が
減
免
に
な
り
ま
す
。（
た
だ
し
、

普
通
自
動
車
で
減
免
を
受
け
て
い

る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

　
ま
た
、
手
帳
要
件
に
該
当
す
る

障
が
い
の
あ
る
方
の
通
学・通
院・

通
所
の
た
め
に
常
時
介
護
を
す
る

方
が
運
転
す
る
場
合
も
対
象
に
な

り
ま
す
。

■
減
免
の
手
続
き

①
昨
年
度
申
請
を
し
た
方

　
昨
年
度
に
減
免
の
申
請
を
さ
れ

た
方
は
、
今
年
度
以
降
申
請
内
容

に
変
更
が
な
い
限
り
、
毎
年
度
申

請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
昨

年
度
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
方

は
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
）

②
今
年
度
新
た
に
申
請
す
る
方

　
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
が

届
き
ま
し
た
ら
、５
月
24
日
（
木
）

ま
で
に
税
務
収
納
課
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

本
人
運
転
の
場
合

①
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

　
手
帳
の
う
ち
該
当
す
る
も
の　

　
（
複
数
あ
る
場
合
は
全
て
）

③
運
転
免
許
証
（
本
人
の
も
の
）

④
車
検
証　
⑤
印
鑑

⑥
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

　
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

家
族
運
転
ま
た
は

　
常
時
介
護
者
運
転
の
場
合

①
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

　
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

　
者
保
健
福
祉
手
帳
の
う
ち
該
当

　
す
る
も
の
全
て

③
運
転
免
許
証
（
運
転
す
る
方
の

　
も
の
）

④
車
検
証　
⑤
印
鑑

⑥
納
税
義
務
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
カ
ー
ド

⑦
・
家
族
運
転
の
場
合

　
　
減
免
資
格
生
計
同
一
証
明
書

　
・
常
時
介
護
者
運
転
の
場
合

　
　
減
免
資
格
常
時
介
護
証
明
書

■
問
い
合
わ
せ

　
税
務
収
納
課
市
民
税
担
当

（
内
線
１
５
５
）

■
⑦
の
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

（
内
線
１
８
２
・
１
８
３
）

表１　軽自動車税減免対象者の障がいの範囲

表２　軽自動車税減免対象者の障がいの範囲

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
に
対
す
る

軽
自
動
車
税
の
減
免
の
お
知
ら
せ

軽自動車税の減免

障がいの区分
障がいの級別

本人運転の場合 家族運転・住居及び生計を一にする者
または常時介護する者が運転する場合

障
害
者
手
帳
【
赤
色
】

視覚障害 １級～４級
聴覚障害 ２級・３級

平衡機能障害 ３級
音声機能障害（喉頭摘出による音声機能障害に限る） ３級 －

上肢不自由 １級・２級
下肢不自由 １級～６級 １級～３級
体幹不自由 １級～３級・５級 １級～３級

乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 １級・２級
移動機能 １級～６級 １級～３級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 １級・３級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝機能障害 １級～３級

戦
傷
病
者
手
帳
【
黒
色
】

視覚障害 特別項症～第４項症 １級～３級
聴覚障害 特別項症～第４項症

平均機能障害 特別項症～第４項症
音声機能障害（喉頭摘出による音声機能障害） 特別項症～第２項症 特別項症～第４項症

上肢不自由 特別項症～第３項症 －
下肢不自由 特別項症～第６項症及び第１款症～第３款症 特別項症～第３項症
体幹不自由 特別項症～第６項症及び第１款症～第３款症 特別項症～第３項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 特別項症～第３項症 特別項症～第４項症
療育手帳【紺色】 － 障害の程度Ａ

精神障害者保健福祉手帳 － 1 級かつ自立支援医療受給者証の交付を
受けている者

＊生計を一にする者（家族等）・常時介護する者が運転し、減免を申請する場合には、⑦減免資格証明書が必要です。
＊軽自動車税とは原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・軽自動車・トラクター等にかかる税金です。


